
 

 

 通知やガイドラインは適宜改定されるため、こども家庭庁の「児童虐待に係る法令・指針

等一覧」のページで常に最新のものを確認すること。 

 

【主なもの】 

・子ども虐待対応の手引き 

 

・児童虐待防止対策体制総合強化プラン 

 

・市町村子ども家庭支援指針（ガイドライン） 

 

・こども家庭センターガイドライン 

 

・要保護児童対策地域協議会設置・運営指針 

 

・「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱 

 

・こども若者シェルター・相談支援事業に関するガイドライン 

 

・養育支援訪問事業ガイドライン 

 

・児童相談所運営指針 

 

・一時保護ガイドライン 

 

・一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル 

 

・児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン 

 

・千葉県ＤＶ・児童連携強化のためのマニュアル 

 

 

 

〇こども家庭庁「児童虐待に係る法令・指針等一覧」 

 

 

 

〇学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き 

 

 

国通知・ガイドライン等 

228

https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/hourei-tsuuchi/
https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/hourei-tsuuchi/
https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/hourei-tsuuchi/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1416474.htm

